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はじめに

日光白根山火山噴火緊急減災対策砂防計画は、「火山噴火緊急減災対策砂防計画策定ガイ

ドライン（平成 19 年 4 月 国土交通省砂防部）」に基づいて、日光白根山火山噴火緊急減

災対策砂防計画検討委員会（委員長：執印康裕 宇都宮大学教授）による検討を経て作成さ

れたものである

日光白根山は群馬県利根郡片品村・栃木県日光市に位置する活火山であり、約 2 万年前

に活動を開始したと考えられており、有史以降の活動で、最も規模が大きかった 1649 年の

水蒸気噴火では、戦場ヶ原で数十センチの降灰があったとの記録が残っている。

このような状況の下、日光白根山では、群馬県、栃木県の各関係機関により平成 24 年 8
月 1 日に「第１回日光白根山勉強会」を開催し、計 4 回の勉強会等の開催を経て、平成 26
年 3 月 27 日に「日光白根山火山防災協議会（栃木県、群馬県、関係市村（日光市、沼田市、

片品村）、防災関係機関、火山専門家等で構成）」が設置され、各種の火山噴火対策が検討

されている。これをもとに、気象庁は平成 28 年 12 月 6 日に日光白根山の噴火警戒レベル

の運用を開始するとともに、平成 30 年 8 月には日光白根山火山防災協議会より、日光白根

山の噴火警戒レベル 3 における火山活動に伴って発生する現象の影響範囲を示した「日光

白根山火山噴火ハザードマップ」が公表されている。

一方、日光白根山はいつ火山活動が活発化するのか予測が困難であり、大規模な火山泥

流や降灰を原因として発生する土石流等による災害は、広域化かつ長期化することが想定

される。このため、火山防災対策を計画的に実施することが重要である。

しかしながら、施設の整備には多くの時間と費用がかかること、想定される全ての現象

に対してハード対策を進めているものではないこと、想定と異なる噴火現象も起こりえる

こと等から、火山噴火が発生した場合は、関係機関が連携して火山活動の推移に応じた効

果的な減災対策を実施する必要がある。そのためには、平常時から噴火時の緊急対策に対

する備えをしておくことが重要である。

そこで、本計画は、平常時・噴火時に実施するべきハード、ソフト対策の基本的な考え

方を示し、その上で緊急対策を円滑に進めるために平常時から準備すべき事項について整

理した。

今後、本計画に基づき順次関係機関と調整を図りつつ、平常時から行う準備事項につい

て実行していくものであるが、日光白根山の火山防災は砂防部局の取り組みのみで為し得

るものではないことから、各関係機関とともに火山防災力を高め、噴火に備えていく方針

である。

本計画書は令和２年３月現在での火山活動、噴火履歴、また砂防設備整備状況などを踏

まえ作成したものである。今後、社会情勢の変化や法令の変更、新たな科学的知見に基づ

く噴火シナリオの変更、防災技術の進歩などに対応して、継続的に本計画を見直していく。
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基本理念・計画の基本

【 日光白根山における火山噴火緊急減災対策砂防の基本理念 】

① 関係機関は、日光白根山の火山噴火に伴う泥流氾濫などから、人的被害を防止すると

ともに、財産・公共施設等の地域の被害を軽減する。 

② 火山砂防事業によるハード、ソフト両面からなる基本対策を進めつつ、噴火時の影響

を軽減するため、緊急対策を適切に実施できるよう計画を策定する。 

③ 火山砂防の整備にあたっては、関係機関との連携を強化し、相互支援・連携により、

上記①の目的を達成できるよう具体的な方策を立案する。 

【日光白根山における火山噴火緊急減災対策砂防の計画の基本】

基本事項

砂防部局として実現可能な「火山噴火緊急減災対策砂防計画」を策定する。関係機関

と連携して相互の役割分担を設定する。

対象火山

日光白根山を対象火山とする。想定火口は過去の噴火で溶岩流の流出が確認されてい

る白根山、座禅山、血の池地獄の３火口を想定する。

検討体制

日光白根山火山噴火緊急減災対策砂防計画検討委員会にて検討を進めるとともに、日

光白根山岳火山防災協議会と相互に連携、情報共有をはかる。

効果評価

・緊急ハード対策：二次元氾濫シミュレーションによる対策実施前後の氾濫面積の変化、

対策による土砂捕捉効果、資産被害の変化などで対策実施の有効性を

確認する。

・緊急ソフト対策：関係機関間の連携による防災体制の強化を目標とする。

実効性の確保

緊急時の関係機関の役割の明確化と課題の抽出をはかる。防災訓練等を実施し、緊急

時の対応をより現実的なものへと改善するため、ＰＤＣＡサイクルを適用する。

実効性の向上、継続性の確保

日光白根山火山防災協議会（事務局：栃木県県民生活部危機管理課及び群馬県総務部

危機管理室に交互に置き、期間は１年とする）と連携して、実践的で継続的な火山防災・

減災のための活動を進める体制を整え、これを実施する。
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基-1 

第1章 日光白根山の概要 

1.1 日光白根山の位置、地形等 

1.1.1 日光白根山の位置 

日光白根山（にっこうしらねさん）は、栃木県日光市と群馬県利根郡片品村の境界に位置

する標高 2,578m の成層火山である。 

1.1.2 日光白根山の概要、地形・構造等 

（日本活火山総覧(第４版)より引用） 

日光白根火山は、日光火山群の北西端に位置し、栃木・群馬県境に分布する直径約 1000

ｍ、比高約 300ｍの溶岩ドームといくつかの厚い溶岩流からなる安山岩・デイサイト火山

（佐々木・他，1993；佐々木，1994）である。西方にのびる厚い溶岩流の上に主峰・白根山

（奥白根）などの溶岩ドームが形成されている。標高は 2578ｍで、北関東以北での最高峰

であるが、基盤岩の標高が高いため、火山体自体の大きさは小規模なものである。日光火山

群の中で歴史時代に噴火の記録が残っている唯一の火山であり、白根山からの水蒸気噴火な

どの活動が歴史時代に知られている。噴気活動は現在認められない。安山岩・デイサイトの

SiO2量は 58.0～70.0wt.%である。 

図 1-1 日光白根山位置図 



基-2 

写真：日光白根山（群馬県側：ロープウェイ山頂駅より撮影） 

図 1-2 日光白根山の地形図 
引用：「日本活火山総覧（第４版）」より、一部加筆 
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土地利用や法規制の状況                                    

1.1.3 自然公園法 

日光白根山周辺は広く「日光国立公園」に指定されている。日光白根山山頂付近は特別保

護地区に、北側は第 2種特別地域に指定されている（図 1-3）。これらは車道の新築、仮設

工作物の新築、木竹の伐採等に対して規制がかけられる。一方、日光白根山東北麓～大尻沼

～小川上流域は普通地域に指定されている。

図 1-3 日光白根山周辺の国立公園指定状況 
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1.1.4 保安林 

日光白根山山頂の群馬県側の小川、仁加又川の合流付近までは、民有保安林に指定されて

いる。一方、日光白根山山頂の栃木県側は国有保安林に指定されている（図 1-4）。 

森林法により、通常時は保安林の立木伐採等は規制されるが、緊急の用に供する必要があ

る場合はその限りではないとされている（森林法第 34条）。 

図 1-4 日光白根山周辺の保安林指定状況
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1.1.5 都市計画 

国土利用計画法による土地利用基本計画に基づく都市地域について、日光白根山周辺の状

況がまとめられた都市地域を図 1-5 に示す。日光白根山周辺のうち湯の湖、戦場ヶ原、中

禅寺湖を含む日光市側は都市地域に指定されている。区域内で開発行為を行う場合、市町村

から開発許可を受けなければならない。 

図 1-5 日光白根山周辺の都市地域図
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1.1.6 観光客・登山客 

日光白根山周辺は天然温泉と豊かな自然を有する観光地である。栃木県側には日光湯元温

泉が分布し、群馬県側には丸沼温泉、白根温泉など天然温泉が分布している。また菅沼キャ

ンプ場や丸沼スキー場など、レジャー施設もあり多くの観光客が訪れている。 

図 1-6に平成 19 年から平成 29 年までの日光市および片品村における観光客入れ込み数

の変遷を、図 1-7に平成 29 年度の月ごとの観光入込客数を整理した。 

なお観光客入れ込み数については、群馬県観光局観光物産課が公開する『平成 29 年観光

客数・消費額調査（推計）結果』および日光市が公開する『平成 29年版(2017)「日光市統

計書」データ』を参照した。観光入込客数は、平成 23年度に一度減少しているが、その後

は緩やかに増加傾向にある。また、季節毎では 8～11 月の夏季～紅葉時期にかけた期間がピ

ークを示す。 

【日光白根山の年間登山者】 

・群馬県側 ロープウェイ利用者約 75,000 人、頂上まで約 10,000 人 

・栃木県側 年間約 420 人(日光湯元駐在所届出が月 30～40 人)、 

その他、届け出なし登山は多数 

参照：「日本活火山総覧（第 4版）」より 
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図 1-6 日光市、片品村における年別観光客入れ込み数 

（平成 19 年～平成 29 年）（※登山者は含まず） 

(参照：群馬県・栃木県観光局公表データ) 

図 1-7 日光市、片品村における平成 29 年の観光客入れ込み数 

（※登山者含まず）（参照：群馬県・栃木県観光局公表データ）

（人）

（人）
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1.1.7 保全対象、道路網の分布 

日光白根山周辺の保全対象は山体より西方では片品川および小川沿いに分布するほか、丸

沼南方に丸沼高原スキー場や丸沼高原スキー場宿泊施設、丸沼北方に丸沼温泉が分布してい

る。また、山体北側には菅沼キャンプ場がある。山体東側は山頂から近い順に、日光湯元ス

キー場、日光湯元温泉およびスキー場宿泊施設、さらに東南方向には中禅寺湖畔宿泊施設が

分布している（図 1-8）。 

また、日光白根山周辺の道路網は、山体北方に群馬県と栃木県を結ぶ国道 120 号が東西方

向に分布するほか、山体西方には国道 401 号が南北に走っている。なお、日光白根山周辺の

国道 120 号（金精道路）は、積雪や路面凍結により道路が危険な状態となるおそれがあるた

め、群馬県管理の下、冬期に通行規制がされる。 

図 1-8 日光白根山周辺の保全対象・道路網の分布 



基-9 

1.2 防災対策の現状  

1.2.1 火山監視観測体制 

表 1.1 に観測機器一覧表を、図 1-9 に機器配置図を示す。日光白根山の火山活動につ

いては、噴火の前兆を捉えて噴火警報等を適確に発表するために、気象庁が観測施設（地震

計、傾斜計等）を整備し、国土地理院、防災科学技術研究所からのデータ提供も受け、全国

４箇所に設置された「火山監視・警報センター」（札幌・仙台・東京・福岡）のうち、東京

の「火山監視・警報センター」において、24 時間体制で監視している。 

火山活動の評価により居住地域や火口周辺に危険を及ぼすような噴火の発生が予想され

た場合には、「警戒が必要な範囲」を明示して噴火警戒レベルが発表される。 

表 1.1 関係機関の火山活動監視機器の設置目的と機能・役割 

機器種別 機能・役割 現在の設置基数 

地震計 火山性地震・微動の回数の変化や震動の波形の解析

により、火山活動の状況や噴火現象を解析すること

を目的に設置、また火山泥流、土石流発生を確認す

る土砂移動検知センサーとしても活用される。 

気象庁：３基 

防災科研：３基 

監視カメラ 噴気量の変化や火山噴火時の噴煙の高さ、降灰量の

変化など噴火状況の推移を把握する。 

気象庁：２基 

GNSS 火山活動域周辺の狭い領域において、定まった観測

点に GNSS 観測装置を設置し、ローカルな領域での

地殻変形を観測することで、火山活動の状態を監視

する。 

気象庁：１基 

国土地理院：３基 

傾斜計 火山地域においてマグマ貫入などに伴う地盤挙動

変化を捉える。 

気象庁：２基 

空振計 爆発的噴火に伴い発生する空振（空気の粗密波）を

観測することにより、噴火の発生を確信することを

目的に設置。夜間や悪天候においても火山活動の監

視が可能である（監視カメラの機能を補完する役割

がある）。 

気象庁：１基 

（令和 3 年 2月現在）
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図 1-9 図.日光白根山観測点配置図（令和 3年 2月現在） 気象庁ＨＰより引用 
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表 1.2 日光白根山 気象庁観測点一覧表（令和 3年 2月現在） 気象庁ＨＰより引用

測器種類 地点名 

位置 
設置高

(m) 
観測開始日 備考 

緯度 経度 標高(m)

地震計 

五色沢 36゜48.22´ 139゜24.46´ 1642 -71 2010.12.10

沼田 36゜43.81´ 139゜13.40´ 722 0 2021.2.5 

弥陀ヶ池南 36゜48.18´ 139゜22.45´ 2338 -1 2016.12.1 広帯域地震計

傾斜計 

五色沢 36゜48.22´ 139゜24.46´ 1642 -71 2011.4.1 

南西山腹 36゜47.75´ 139゜22.38´ 2418 -15 2016.12.1 

空振計 五色沢 36゜48.22´ 139゜24.46´ 1642 7 2010.12.10

ＧＮＳＳ 五色沢 36゜48.22´ 139゜24.46´ 1642 11 2010.11.20

監視カメラ

歌ヶ浜 36゜43.80´ 139゜29.40´ 1270 10 2010. 4. 1 

上小川 36゜47.45´ 139゜15.60´ 901 5 2019.11. 1
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監視カメラ(歌ヶ浜設置) 

日光白根火山総合観測装置(五色沢設置) 

図 1-10 日光白根山における監視観測機器
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1.2.2 砂防事業等の既設施設 

日光白根山周辺麓（今回の火山噴火緊急減災対策砂防計画の検討想定範囲）における既設

砂防設備の位置を図 1-11 に示す。 

群馬県側では小川（2 施設）、仁加又川（8 施設）、香沢（3 施設）で砂防施設が整備済み

である。栃木県側では金精沢（1施設）で砂防施設が整備済みである。 
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図 1-11 日光白根山周辺の既往砂防施設の整備状況 （令和 2年 3月現在） 
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第2章 日光白根山の火山活動 

2.1 日光白根山における過去の噴火実績 

2.1.1 日光白根山の活動史の概要 

（「日光白根山火山防災避難計画」より引用） 

日光白根火山は約 2万年前に活動を開始したと考えられている（例えば、高橋，1994）。

噴出物はいずれも厚い溶岩流あるいは溶岩円頂丘からなり、まれに火砕流堆積物を伴う

（佐々木，1994）。大量の火砕物を噴出するような爆発的噴火は発生していない（高橋・

他，1995）。日光白根火山における溶岩流の分布を図 2-1 に示す（高橋・他，1995 の図

1を転載）。溶岩流の噴出口は、山頂付近、座禅山付近、血の池地獄の 3箇所にあり、全

体として北西－南東方向に配列している。山頂付近では、避難小屋溶岩がまず流出し、

次いで大河原溶岩、奥白根平溶岩、奥白根溶岩円頂丘が形成され、さらに七色平溶岩と

五色沼西溶岩が流出した。また、その頃、山頂付近に白根権現火砕丘が形成され、さら

にそれを覆うように山頂溶岩が噴出した。その後、山頂溶岩部に北西－南東方向に配列

した小規模な爆裂火口が形成された（高橋・他，1995）。

図 2-1 日光白根山における過去の溶岩流の分布範囲 

引用：高橋ほか，1995 の図 1を転載 
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2.1.2 噴火活動史 

日光白根山の過去 1 万年の火山活動史を「過去 1 万年間の噴火活動」と「有史以降の

火山活動」とに分けて記載する。

(１) 過去１万年間の噴火活動 

（「日光白根山火山防災避難計画」より引用） 

約 6000 年前以降に、周辺に堆積物を残すような噴火が少なくとも 6回以上発生してい

る（奥野・他，1994；鈴木・他，1994；笹井・他，2005）。 

表面の微地形がもっとも良く保存されている溶岩や溶岩ドームの噴出はこれらの噴火

に対応している可能性がある。最上位の堆積物は、榛名二ツ岳 FP軽石（6世紀半ば）よ

りも新しく、分布状況が記録のある記述と対応することから、1649 年の噴火によると推

定される。 

6.3ka 以前の噴火についてはよく分かっていない。6.3ka 以降の降下テフラをもたらし

た噴火については比較的良く分かっているが、溶岩流・溶岩ドームの噴出時期が不明瞭

である。6.3～2.4ka の噴火では、溶岩流・溶岩ドームの噴出を伴った可能性がある（奥

野，1993；奥野・他，1994；鈴木・他，1994）。地形から見て最も新しい山頂溶岩は、榛

名二ッ岳 FP 軽石（6世紀半ば）に覆われていることから、流出したのはそれ以前である

ことが分かっている（高橋・他，1995）。 

過去1万年間の活動では、水蒸気噴火からマグマ噴火へと移行した活動が3回あるが、

マグマ噴火は 2400 年前を最後に発生しておらず、それ以降の噴火は全て水蒸気噴火であ

る。 

表 2.1 日光白根山の過去１万年間の噴火実績

「日光白根山火山防災避難計画」より引用 
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(２) 有史以降の火山活動 

（「日光白根山火山防災避難計画」より引用） 

歴史時代の活動はいずれも小規模な水蒸気噴火である。最も規模が大きかった 1649 年

の水蒸気噴火でも、テフラ体積は6×106m3=0.006km3であり（鈴木・他，1994）、VEI（Volcanic 

Explosivity Index，火山爆発指数）は 2と小さい。当時の記録（日光山志）に、戦場ヶ

原南部の赤沼付近で厚さ数十 cm の降灰があったとの記述がある（大森，1918）。 

最新の噴火は 1952 年（昭和 27 年）に発生した。当時、気象庁は日光白根山の常時観

測を行っておらず、噴火発生時刻や噴煙高度をはじめ噴火の詳細は不明であるが、噴火

の規模が小規模であったことは間違いない。噴出物調査も行われていない模様であるが、

小規模な水蒸気噴火であったと推定される。 

1993 年 7 月から 1995 年 2 月頃まで山体直下で微小地震活動が活発化した（長谷川・

松本，1995）。また、東北地方太平洋沖地震（2011 年 3月 11 日）以降、周辺地域（山頂

から西側及び北西側へ約 5km 付近と、東側から南東側へ約 5～10km 付近）で地震活動が

活発化し、有感地震も多発した。最大の地震は M4.5（3 月 12日 00 時 24 分、最大震度４）

であった。 

表 2.2 日光白根山の有史以降の噴火活動

「日光白根山火山防災避難計画」より引用
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2.2 日光白根山で想定される火山現象と規模 

（「日光白根山火山防災避難計画」より引用） 

日光白根山の噴火様式を水蒸気噴火とマグマ噴火の２つに大きく区分し、それぞれの

噴火に伴って発生する（発生しうる）現象を下表のとおり整理した。 

なお、日光白根山は多雪地帯に位置することから、積雪期にマグマ噴火が発生した場

合は、融雪型火山泥流を誘発する可能性が高いと考えられるため、融雪型火山泥流を追

加している。 

表 2.3 日光白根山で想定される噴火様式、噴火に伴う現象等

「日光白根山火山防災避難計画」より引用 
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第3章 日光白根山の火山防災対策 

3.1 日光白根山の噴火シナリオ  

噴火シナリオは、次の日光白根山の噴火ではどのような噴火が発生するのかのイメー

ジを掴むと同時に、住民避難や道路規制等の防災対策に役立てることを目的とし、約２

万年前から活動を開始した日光白根火山の主に過去１万年間の活動を参考として、気象

庁により作成されている（図 3-1）。 
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静穏期 活動活発化期 小噴火期 噴火終息期

活動前 数ヶ月～数年 数日～数ヶ月 数日～数週間 数時間～数週間 数日～数週間 数日～数週間 数日～数週間 数ヶ月～数年

噴火予報 噴火警報
噴火警報

噴火予報

積雪期

以外

＜レベル3（入山規制）・拡大＞

「居住地域に重大な被害を及ぼす噴

火が発生すると予想される。」

＜レベル4（避難準備）＞

「居住地域に重大な被害を及ぼす噴

火が発生すると予想される。」

積雪期

＜レベル3（入山規制）＞

「居住地域の近くまで重大

な影響を及ぼす噴火が発

生、あるいは発生すると予

想される。」

＜レベル4（避難準備）＞

「居住地域へ達する融雪型火山泥流

発生の可能性（積雪期）」

＜レベル5（避難）＞

「居住地域へ達する融雪型火山泥流

の発生（積雪期）」

積雪期

以外

想定火口から概ね半径3km以内、

および想定火口から概ね5km以内の低

地

丸沼高原で避難準備。

状況に応じて規制範囲等を拡大。

積雪期
想定火口から概ね半径3km以

内への立入規制

・ ここでいう大きな噴石とは、風に影響を受けず弾道を描いて飛散する大きさの噴石。

・ これは一つの想定であり、必ずしも起こりえるすべての現象やその推移を網羅したものではない。

・ 気象的な要因に影響されるものの、降雨時には噴火による堆積物の土石流・泥流が発生する恐れがある。

＜レベル1（平常）＞

活動状況によって適宜火山

の状況に関する解説情報ま

たは噴火予報を発表する。

規制なし。

活動状況により山頂付近へ

の立入規制等。

＜レベル2（火口周辺規制）＞

「火口周辺に影響を及ぼす噴火の発生が予想される。」

想定火口から概ね半径1.5km以内への立入規制

＜レベル3（入山規制）＞

「居住地域の近くまで重大な影響を及ぼす噴火が発生、あるいは発生すると予想される。」

想定火口から概ね半径3km以内への立入規制

＜レベル5（避難）・拡大＞

「居住地域へ達する融雪型火山泥流の発生（積雪期）」

噴火

警戒

レベル

基本的

な応急

対策

＜レベル3あるいは2＞

＜レベル1＞

活動の状況に応じて、適宜

レベル変更を行う。

丸沼高原で避難準備、避難。

状況に応じて規制範囲等を拡大。

段階的に規制解除等

丸沼高原・東小川で避難

状況に応じて規制範囲等を拡大。

中噴火期

火口周辺警報 火口周辺警報／噴火警報

時期

継続時間

（目安）

噴火活動の

想定

噴火警報等

（凡例）

矢印の色は、その時点での火山活動が継続あるいは活発化する際は赤、沈静化する場合は青、直接的な噴火活動ではない場合は灰色とした。

矢印の太さは、可能性が高いと考えられる想定は太く、可能性が低いと考えられる想定は細くした。

【活動の終息】

○噴火活動低下

○地震活動低下

○熱活動低下

○山体収縮を示す地殻変

動等
【火山活動の高まり】

○地震・微動活動

さらに活発化

○噴煙量さらに増加

○熱活動活発化

○地殻変動の進行

【平常時】

○火山性地震・微動は少

ない状態

○噴気活動なし
【前兆現象なし】

【火山活動の高まり】

○地震・微動活動

活発化

○噴気の出現

○山体膨張を示す

地殻変動

【小規模噴火の発生】

■想定される火山現象

○水蒸気噴火

○大きな噴石

○風下側で降灰 等

■影響範囲

（大きな噴石）
想定火口から概ね

半径1.5km以内

【火山活動の高まり】

【中規模噴火の発生】

■想定される火山現象

○マグマ噴火

○大きな噴石

○風下側で降灰

○空振 等

■影響範囲
（大きな噴石）

想定火口から概ね

半径3km以内

【積雪期】

（融雪型火山泥流）

想定火口から概ね7km以内の
低地

【小～中規模噴火の繰返し発生】

■想定される火山現象

○マグマ噴火

○小～中規模噴火が繰返し発生

○有感地震の発生

○溶岩流の流下

○溶岩ドームの形成

○小規模火砕流の発生
○顕著な地殻変動の進行

■影響範囲

（大きな噴石）

想定火口から概ね半径3km以内

（火砕流）

想定火口から概ね2km以内の低地

【積雪期】

（融雪型火山泥流）

想定火口から概ね7km以内の低地

【小噴火の発生】

噴出物堆積後に、土石流・泥流が発生する可能性がある。

【中規模噴火が断続的に発生】

■想定される火山現象

○マグマ噴火

○中噴火が断続的に発生

○有感地震の発生

○溶岩流の流下

○溶岩ドームの成長

○火砕流の発生
○顕著な地殻変動の進行

■影響範囲

（大きな噴石）

想定火口から概ね半径3km以内

（火砕流）

想定火口から概ね5km以内の低地

【積雪期】

（融雪型火山泥流）

想定火口から概ね13km以内の
低地

【中規模噴火の継続】

■想定される火山現象

○マグマ噴火

○中規模噴火の継続生

○溶岩流（居住地域へ

切迫もしくは到達）

○火砕流の発生（溶岩

ドーム崩落含む）

■影響範囲

（大きな噴石）

想定火口から概ね半径3km以内

（火砕流）

想定火口から概ね半径7km以内の

低地

【積雪期】

（融雪型火山泥流）

想定火口から概ね13km以内の
低地

図 3-1 日光白根山火山の噴火シナリオ（気象庁） 
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以下、日光白根山の想定される火山現象（噴火シナリオ）について、「日光白根山火山

防災避難計画」より引用して記載する。 

○過去１万年間の日光白根山の噴火様式を参考に、以下の２パターンを想定 

（「日光白根山火山防災避難計画」より引用） 

(１) 想定される噴火場所 

（「日光白根山火山防災避難計画」より引用） 

日光白根山の過去１万年間の噴火発生場所はいずれも山頂周辺（白根山山頂・座禅山・

血の池地獄付近）であるが、本噴火シナリオでは、近年の噴火履歴から現在の溶岩ドー

ムである白根山山頂部（山頂から半径 500ｍ）での噴火を想定する。（下図を参照）

図 3-2 日光白根山想定火口図：赤実線が想定火口（山頂から半径 500ｍ以内）

（「日光白根山火山防災避難計画」より引用） 

・ケース１（水蒸気噴火）：小規模噴火（大きな噴石） 

・ケース２（マグマ噴火）：中規模噴火 

（大きな噴石、溶岩流、溶岩ドーム、火砕流） 

※火砕流については、過去の噴火でまれにしか発生していない（佐々木，1994）が、雲仙岳 1990-1995 年噴

火のような溶岩ドーム崩落型の火砕流発生の可能性もあると思われることから考慮に入れる。
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(２) 想定される噴火現象 

（「日光白根山火山防災避難計画」より引用） 

ケース１（水蒸気噴火）：噴石、降灰、空振、土石流・泥流 

ケース２（マグマ噴火）：噴石、火砕流、融雪型火山泥流（積雪期）、溶岩流、 

溶岩ドーム、降灰、空振、土石流・泥流 

(３) 各ケースで想定される影響範囲 

（「日光白根山火山防災避難計画」より引用） 

○ケース１（水蒸気噴火）：噴石の影響範囲は想定火口から概ね半径 1.5km まで 

○ケース２（マグマ噴火） 

主たる火山現象は、大きな噴石、溶岩流、火砕流及び融雪型火山泥流（積雪期 

のみ）とする。 

・大きな噴石：想定火口から概ね半径 3.0km まで 

・溶岩流：想定火口から 6.0km まで 

・過去の噴火での観測事例はないため、他の火山での例を参考とした。 

・上空の風の影響を受けず弾道を描いて飛散する大きな噴石の到達距離による

ものとする。 

・大きな噴石の影響範囲は、他の火山での例を参考とした。 

・溶岩流の影響範囲は、過去の実績に基づき想定した。流下方向については、

山頂付近の地形及び過去の実績から、北～北西方向に流れやすいと考えられ

るが、今後検討を要する。 

・火砕流、融雪型火山泥流は、過去に実績はないが、発生することが想定され

ることから、今後検討する。 
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3.2 日光白根山における噴火警戒レベル  

日光白根山は平成 28 年 12 月 6日に噴火警戒レベルが導入された。図 3-3、図 3-4 に

日光白根山の噴火警戒レベルを添付する。 

噴火警戒レベルは、火山活動の状況に応じて防災機関や住民等の「とるべき防災対応」

と「警戒が必要な範囲」を 5 段階に区分して発表する指標であり、日光白根山火山防災

協議会の合意に基づき、気象庁が、警戒が必要な範囲を明示して噴火警戒レベルを発表

する。市村等の防災機関では、入山規制や避難勧告等のあらかじめ合意された防災対応

を迅速に行うことができ、噴火災害の軽減につながることが期待されている。 

噴火警戒レベルは、「警戒が必要な範囲」が、火口周辺から居住地域に及ばない範囲に

限られる場合には、噴火警戒レベル２、３が、居住地域まで及ぶことが予想される場合

には、噴火警戒レベル４、５が噴火警報で発表される。なお、対象範囲を居住地域及び

それより火口側とする「噴火警報」は、特別警報に位置付けられている。 

表 3.1 噴火警戒レベルの説明

出典：リーフレット「噴火警報と噴火警戒レベル」気象庁 
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図 3-3 日光白根山の噴火警戒レベル(1/2) 
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図 3-4 日光白根山の噴火警戒レベル(2/2) 
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3.3 日光白根山火山噴火ハザードマップ 

平成 30 年 8 月、日光白根山火山防災協議会より、日光白根山の噴火警戒レベル 3 にお

ける火山活動に伴って発生する現象の影響範囲を示した「日光白根山火山噴火ハザード

マップ」が公表されている。
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3.4 日光白根山火山防災避難計画の概要  

○日光白根山火山防災協議会 

平成 23 年 12 月 27 日の中央防災会議において、「防災基本計画」 (火山災害対策編)

が大幅に改定され、平常時からの火山防災対策として、都道府県、市町村、国の機関 (気

象台、砂防事務所)、火山専門家が連携し、噴火時の避難等について共同検討する「火山

防災協議会」の位置づけが明確に示された。このことから、栃木県、群馬県の各関係機

関により平成 26 年 3 月 27 日に「日光白根山火山防災協議会」が設置された。 

○日光白根山火山防災避難計画 

日光白根山火山防災協議会では、噴火シナリオを基に、噴火に対して共通の認識を持

ち、噴火災害の軽減に向けて防災対策を検討することにより、噴火時に各県、周辺市村

及び関係機関が連携して取り組む総合的な対策等を「日光白根山火山防災計画」として、

平成 28 年 3 月にとりまとめ、平成 31 年 3 月に「日光白根山火山防災避難計画」と名称

を変えて改定された。なお、本計画は、協議会における更なる検討、火山防災訓練（図

上、実動）等で内容を検証し、必要に応じて修正を行うものとされている。 
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火山活動に特段の変化はなく、静穏に経過しており、噴火の兆候は認められません。 

噴火予報（噴火警戒レベル１、活火山であることに留意）の予報事項に変更はありません。 

3.5 日光白根山の火山活動状況 
気象庁によると、令和 2年 3月末時点における日光白根山の火山活動状態は次のとおりである。 

日光白根山の火山活動解説資料（令和２年３月）

気 象 庁 地 震 火 山 部 

火山監視・警報センター 

○ 活動概況 
・噴気など表面現象の状況（図１） 

う た が は ま 

歌ヶ浜監視カメラ（日光白根山の南東約 13 ㎞）による観測では、山頂部に噴気は認められません。 

・地震活動（図２－①、図３） 
日光白根山付近を震源とする火山性地震の発生は少なく、地震活動は低調に経過しています。

火山性微動は観測されていません。 

・地殻変動の状況（図２－②～⑤、図４） 

GNSS 連続観測では、火山活動によるとみられる変動は認められません。 

図１ 日光白根山 山頂部の状況（３月 19 日 歌ヶ浜監視カメラによる） 

この火山活動解説資料は気象庁ホームページ 

https://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/STOCK/monthly_v-act_doc/monthly_vact

.php でも閲覧することができます。 

次回の火山活動解説資料（令和２年４月分）は令和２年５月 13 日に発表する予定です。 

資料で用いる用語の解説については、「気象庁が噴火警報等で用いる用語集」を御覧ください。 

https://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/STOCK/kaisetsu/kazanyougo/mokuji.html

この資料は気象庁のほか、国土地理院、東京大学、東北大学、国立研究開発法人防災科学技術

研究所及   び公益財団法人地震予知総合研究振興会のデータを利用して作成しています。 

資料中の地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の『数値地図 25000

（行政界・海岸線）』『数値地図 50ｍメッシュ（標高）』を使用しています（承認番号：平 29 情使、

第 798 号）。 
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計数基準変更履歴 
開始①  2010 年 12 月 10 日～ 五色沢振幅：1.0μm/s 以上、S-P：1.5 秒以内変
更②  2011 年 3 月 11 日～ 五色沢振幅：10.0μm/s 以上、S-P：1.5 秒以内
変更③  2013 年 7 月 1 日～ 五色沢振幅：2.0μm/s 以上、S-P：1.0 秒以内 

変更②↓ 

開始①↓

3 月 11 日 65 回 

3 月 12 日 74 回 

↓変更③ 

2 月 25 日 371 回 

2 月 26 日 99 回 

＊ 

＊ 

図２ 日光白根山 火山活動経過図（2010 年 11 月 20 日～2020 年３月 31 日） 
①日光白根山周辺の日別地震回数（2010 年 12 月 10 日観測開始） グ

ラフの灰色部分は機器障害による欠測を示しています。 

②～⑤GNSS 連続観測による基線長変化  （国）：国土地理院五

色沢観測点の運用開始日：2010 年 11 月 20 日 

②～⑤ は図４の②～⑤の基線に対応しています。 

『平成 23 年(2011 年)東北地方太平洋沖地震』及び 2013 年２月 25 日に発生した栃木県北部の地震による

ステップを補正しています。 

・②及び⑤の GNSS 基線でみられる長期的な伸びの傾向は、『平成 23 年(2011 年)東北地方太平洋沖地震』

の余効変動と考えられます。 

・②③④の GNSS 基線でみられる変動（＊）は、五色沢観測点固有の変動であり、火山活動によるもの

ではないと考えられます。 
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図３ 日光白根山 広域地震観測網による山体・周辺の地震活動 

(2019 年３月１日～2020 年３月 31 日) 

震央分布図中の円は図２－①の計数対象地震（五色沢で S-P 時間１秒以内）のおよその範囲を示しています。震

源の深さは全て海面以下として決定しています。 

図中の震源要素は一部暫定値が含まれており、後日変更することがあります。 

・日光白根山付近を震源とする火山性地震の発生は少なく、地震活動は低調に経過しています。 
・日光白根山の南西約３km において、３日～４日に一時的に地震が増加しましたが、火山活動に特
段の変化はありません。 

 日光白根山

 男体山

●：2019 年３月１日～2020 年２月 29 日 ●：2020 年３月１日～３月 31 日
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○は気象庁、●は気象庁以外の機関の観測点を示しています。 

（国）：国土地理院、（防）：防災科学技術研究所 

図４ 日光白根山 観測点配置 

GNSS 基線②～⑤は図２の②～⑤に対応しています。 

⑤
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